
 
北海道東トレイル　シンボルマーク等利用規程 

 
 

 
環境省では、「国立公園満喫プロジェクト」の取り組みの一環として、知床、阿寒摩周、釧路湿

原の3つの国立公園とまちをつなぐロングトレイル「北海道東トレイル」を令和6（2024）年に全線
開通した。このトレイルをより多くの人々に親しみを持っていただくため、シンボルマークマーク、

ロゴタイプなどを制定し、その普及を促進するため、以下の利用規程を定める。 
 
（趣旨） 
第１条 本規程は、北海道東トレイルロゴマーク、ロゴタイプ（以下、「シンボルマーク等」と言う。 ）
を利用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 本規程が対象とするシンボルマーク等のデザインは、ガイドライン（別添１）による。 
 
（利用できる者） 
第３条 シンボルマーク等を利用できる者は、北海道東トレイルの趣旨に賛同する団体又は個人
とする。 
 
（禁止事項） 
第４条 次の事項に該当する利用は、行ってはならない。 
（１）北海道東トレイルのイメージや信用を害し、又は害するおそれがある利用 
（２）法令や公序良俗に反する利用、又はそのおそれがある利用 
（３）特定の団体や個人等を誹謗中傷する利用 
（４）提供する商品やサービスの品質を担保、又は証明するものとしての利用 
（５）反社会的勢力もしくは、それに類する団体、企業、個人に関わりがある者による利用 
（６）生産過程において自然環境等に多大な負荷を与える商品等への利用 
 
（デザイン） 
第５条 シンボルマーク等の利用にあたっては、オリジナルデザインの意図するものを損なわない
よう十分留意し、別添2のガイドラインを遵守することとする。 
 
（運用規定の履行） 
第６条 シンボルマーク等を利用する者は、信義にしたがい、誠実にこの利用規程を履しなければ
ならない。また、シンボルマーク等を付した物件に関し、事故、苦情等が発生し 
た場合、シンボルマークの利用者は誠意をもって必要な措置を講じること。 
 
（利用届） 
第７条 シンボルマーク等の利用については、どのようなものに使用されたかを把握するため、事
前の届出制とする。 



利用者は、別添2のガイドラインに従って、使用目的、使用期間、使用箇所等を事前に、北海道
東トレイル運営事務局に届け出ることとする。 
 
（営利目的使用） 
第８条 シンボルマーク等の利用については、営利を目的とした商品等への使用も可能であ 
るが、収益等が生じる場合は、それらを活用し、北海道東トレイルの普及啓発や歩道の保全維持

活動に協力するよう努力するものとする。これについては、第７条で規定している利用届に記載

するものとする。 
 
（改善の指示等） 
第９条 利用規程に従わない利用に対し、環境省は改善や利用の差し止めを指示することが 
できる。この場合、利用規程に従わない利用をしていた者に損害が生じても、環境省は一切の責

を負わない。 
 
（権利） 
第１０条 シンボルマーク等に関するいかなる著作権、その他知的財産権は、利用する者に譲渡
されるものではない。これらに関するすべての権利はシンボルマーク等の著作者または環境省

に留保されている。なお、これらの諸権利に起因するいかなる紛争に関しても、一切の責を負わ

ない。 
 
 
（附則） 
この規程は、　令和7（2025）年3月21日から施行する。 
 
 
 

　 
 



（別添１） 
 

北海道東トレイル　シンボルマーク等使用ガイドライン 
 
 

1-1. ロゴの役割 
 
「北海道東トレイル」のロゴは、「北海道東トレイル憲章」の理念に基づき、エリア外に向けた

PRとトレイル上の案内の2つの役割を担います。 
 

 
 

 
•​ 無料PR物において 
北海道東トレイルに関連する利用の権利は環境省が有し、管理を北海道東トレイル運営事務

局が行います。 
 
•​ 有料PR物において 
北海道東トレイルに関連する利用の権利は環境省が有し、商品開発・販売およびデザインの

管理を北海道東トレイル運営事務局が行います。 
 
•​ ロイヤリティ管理について 
環境省及び北海道東トレイル運営事務局が都度協議の上、管理します。 

 
 



2-1. 北海道東トレイルのデザイン 

 
「北海道東トレイル」は、トレイルの特徴を表現するため、基本的なロゴマーク、ロゴタイプ、カ

ラーを設定しています。 
 
 
•​ ロゴマーク基本形 

 
「基本的なロゴマーク」は変更せずにご使用ください。 

 
 
•​ ロゴタイプ基本形 

 
「基本的なロゴタイプ」は、以下のものを推奨しております。著しく北海道東トレイルの信頼を損

なうようなフォントの使用はお控えください。 
 

 
 

 



2-2. 北海道東トレイルのデザイン 

 
•​ 基本的なカラー 

 
「基本的なカラー」は、以下のものとします。著しく北海道東トレイルの信頼を損なうような色の

使用はお控えください。 

 
 
•​ ロゴマークとロゴタイプの組み合わせ 
 

 
 

 



展開例① 
 

 
 
展開例② 

 

　　　　  

   
 



展開例③ 
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